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広島経済大学（広島市安佐南区祇園五丁目３７番１号） 
 

 

 

■教育の最新事情（必修領域）･･･計４０名 

■教育内容の充実（選択領域）･･･計４０名 

※各講習とも５名に達しない場合は、未開講とします。 
 

 

 

■教育の最新事情 【中学校・高等学校の現職教員又は免許状所持者等を対象とした講習】 （必修領域） 
講習日 時間 内  容 担当者 

８月２２日 
（月） 

8：30～8：40 受付（出席確認） 教務課 

8：40～8：50 オリエンテーション 神田 義浩 

１時限 9：00～10：40 
教職についての省察 

専門職たる教員の役割 志々田 まなみ 

２時限 10：50～12：30 学校を巡る状況変化 田中 泉 

12：30～13：30 昼休憩 

３時限 13：30～15：10 
子どもの変化についての理解 

子どもの発達に関する課題 神田 義浩・森田 裕司 

４時限 15：20～17：00 子どもの適切な指導 森田 裕司・神田 義浩 

講習日 時間 内  容 担当者 

８月２３日 
（火) 

8：40～8：50 受付（出席確認） 教務課 

１時限 9：00～10：40 教育政策の動向についての理解 教育改革の動向 胤森 裕暢 

２時限 10：50～12：30 学校の内外における連携協力についての理解 学校組織マネジメント 餅川 正雄 

12：30～13：30 昼休憩 

３時限 13：30～15：10 教育政策の動向についての理解 学習指導要領改訂等の動向 胤森 裕暢 

４時限 15：20～17：00 学校の内外における連携協力についての理解 学校における危機管理上の課題 餅川 正雄 

17：05～17：15 事後アンケート 餅川 正雄・胤森 裕暢 

※予備日（交通機関の運行停止等による休講措置）・・・８月２４日（水）・２５日（木） 
※講習全日程の合計時間数・・・１３時間２０分 
 
 
 
 
 
 
 

広島経済大学 

免許状更新講習要項 
２０11 年度（平成 23 年度） 

 実施場所 

 募集定員 

 講習日程 

１ 

３ 

２ 
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■教育内容の充実（選択領域） 
テーマ：「商業教育の最新事情：現場を見る目を養う」 

講習日 時間 内  容 担当者 

８月１７日 
（水） 

8：30～8：40 受付（出席確認） 教務課 

8：40～8：50 オリエンテーション 神田 義浩 

１時限 9：00～10：40 マーケティング研究の最新動向Ⅰ 池田 信寛 

２時限 10：50～12：30 マーケティング研究の最新動向Ⅰ 池田 信寛 

12：30～13：30  

３時限 13：30～15：10 マネジメント研究の最新動向Ⅰ（戦略と組織） 堀江 浩司 

４時限 15：20～17：00 マネジメント研究の最新動向Ⅱ（ガバナンス・ＣＳＲ） 榁田 智子 

講習日 時間 内  容 担当者 

８月１８日 
（木） 

8：40～8：50 受付（出席確認） 教務課 

１時限 9：00～10：40 流通研究の最新動向 細井 謙一 

２時限 10：50～12：30 流通の現場を見る（現地視察） 細井 謙一 

12：30～13：30  

３時限 13：30～15：10 視察結果の整理・発表準備 細井 謙一 

４時限 15：20～17：00 発表と講評 細井 謙一 

講習日 時間 内  容 担当者 

８月１９日 
（金） 

8：40～8：50 受付（出席確認） 教務課 

１時限 9：00～10：40 会計研究の最新動向Ⅰ（簿記・財務諸表・会計史） 池村 恵一・杉田 武志 

２時限 10：50～12：30 会計研究の最新動向Ⅱ（財務管理） 山口  聖 

12：30～13：30  

３時限 13：30～15：10 ビジネス教育の最新動向Ⅰ（解説） 細井 謙一・山内 昌斗 

４時限 15：20～17：00 ビジネス教育の最新動向Ⅱ（実習） 細井 謙一・山内 昌斗 

17：05～17：15 事後アンケート 神田 義浩 

※予備日（交通機関の運行停止等による休講措置）・・・８月２０日（土）・２１日（日） 
※講習全日程の合計時間数・・・２０時間 
 

 

 

平成２４年３月３１日及び平成２５年３月３１日が修了確認期限の方で、以下の方が対象となります。 

■教育の最新事情（必修領域） 

①中学校・高等学校の免許状所持者で、現職教員（校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く）  
②中学校・高等学校の免許状所持者で、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員  
③中学校・高等学校の免許状所持者で、教員採用内定者  
④中学校・高等学校の免許状所持者で、過去に教員として勤務した経験のある者  
⑤中学校・高等学校の免許状所持者で、教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（又は非常勤）教員リストに登載さ

れている者  
⑥中学校・高等学校の免許状所持者で、教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教

育に関する指導等を行う者 

⑦中学校・高等学校の免許状所持者で、国又は地方公共団体の職員等で免許管理者が定める者 

（※⑦については、各自、都道府県の教育委員会にお問い合わせください。）  
⑧中学校・高等学校の免許状所持者で、学校教育法施行規則第１５０条３号の規定により文部科学大臣が指定した専修学校

の高等課程の教員 

  

 受講対象 ４ 
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⑨中学校・高等学校の免許状所持者で、少年院法第１条に規定する少年院において同法第４条第１項各号に掲げる教科を担

当する職員 
 
■教育内容の充実（選択領域） 

①高等学校（商業）の免許状所持者で、中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の現職教員（校長、副校長、教頭

を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く）  
②高等学校（商業）の免許状所持者で、中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の実習助手、寄宿舎指導員  
③高等学校（商業）の免許状所持者で、中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の教員採用内定者  
④高等学校（商業）の免許状所持者で、過去に中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の教員として勤務した経験

のある者  
⑤高等学校（商業）の免許状所持者で、教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（又は非常勤）教員リストに登載さ

れている者  
⑥高等学校（商業）の免許状所持者で、教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教

育に関する指導等を行う者  
⑦高等学校（商業）の免許状所持者で、国又は地方公共団体の職員等で免許管理者が定める者 

（※⑦については、各自、都道府県の教育委員会にお問い合わせください。） 

⑧高等学校（商業）の免許状所持者で、学校教育法施行規則第１５０条３号の規定により文部科学大臣が指定した専修学校

の高等課程の教員  
⑨高等学校（商業）の免許状所持者で、少年院法第１条に規定する少年院において同法第４条第１項各号に掲げる教科を担

当する職員 

 

※教員でなく、また教員になる予定もない方は、免許状を持っていても受講できません。 

※臨時任用（又は非常勤）教員リストが無い場合、教員を任命・雇用することができる学校法人や教育委員会が認めれば対象と

なりえます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考：平成２４年３月３１日が修了確認期限の生年月日 

●昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日 

●昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日 

●昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日 
 

平成２５年３月３１日が修了確認期限の生年月日 

●昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日 

●昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日 

●昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日 
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（１）申請方法 

受講申請の受付は、第１次申請と第２次申請に分けて行います。 
 

 [本学卒業生] 

（受講希望者）    （大学）           （受講内定者）       （大学）       （受講決定者） 

         受講内定者に決定 

 

受講申請書類郵送                 受講許可書・ 
受講関係書類郵送 

 

[一般] 

    （受講希望者）   （大学）            （受講内定者）       （大学）         （受講決定者） 

       受講可否の通知         

 
受講内定者へ                    受講許可書・ 
受講申請書類郵送                  受講関係書類郵送 

 
 

【第１次申請】 受講内定者決定のための申請（電子申請） 
 

[本学卒業生] 

①申請期間内に申請をした場合は、すべて受講内定者として決定します。 

②申請期間内に、本学ホームページhttp://www.ｈｕｅ.ac.ｊｐ（免許状更新講習）添付の「免許状更新講習受講希望者

用申請フォーム」に必要事項を入力し、申請をしてください。  
③申請後、手続完了のメールを送信しますので、確認をしてください。 

※ただし、申請内容について丌明な点等がある場合は、後日本学から確認の連絡をします。   

[一般] 

①申請期間内に申請をした場合は、先着順で受講内定者を決定し、その結果（受講の可否）を、後日登録いただいた 

メールアドレスに通知します。電話での問い合わせは一切受け付けません。 

②申請期間内に、本学ホームページhttp://www.ｈｕｅ.ac.ｊｐ（免許状更新講習）添付の「免許状更新講習受講希望者

用申請フォーム」に必要事項を入力し、申請をしてください。  
③申請後、手続完了のメールを送信しますので、確認をしてください。 

※ただし、申請内容について丌明な点等がある場合は、後日本学から確認の連絡をします。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 受講申請手続 ５ 

※「教育の最新事情」の受講希望者は、本学で２日間の全日程で受講できる方のみ申請できます。 

※「教育内容の充実」の受講希望者は、本学で３日間の全日程で受講できる方のみ申請できます。 

※「教育の最新事情」、「教育内容の充実」のどちらか一方のみの受講も可能です。 

 

第１次申請 

（電子申請） 

 

第２次申請 

（受講申請書類の提出） 

 

受講許可書・ 

受講関係書類の受領 
 

 

第１次申請 

（電子申請） 

 

第２次申請 

（受講申請書類の提出） 

 

受講許可書・ 

受講関係書類の受領 
 

http://www.hue.ac.jp/
http://www.hue.ac.jp/
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【第２次申請】 受講申請書類の提出（受講内定者） 
 

受講内定者に、本学から以下の受講申請書類を郵送しますので、申請期間内に提出をしてください。 

受講申請書類を申請期間内に提出された方に、本学から「受講許可書」を郵送します。 

①「２０１１年度（平成２３年度）広島経済大学免許状更新講習受講申込書」 

就業先の所属長等から受講資格確認証明を受け、写真を貼付してください。 

②「受講料納付確認票」 

受講料は、金融機関指定の振込用紙に必要事項を記入の上、以下の振込先に振込をしてください。 

【振込先】 

銀 行 名 もみじ銀行 

支 店 名 本店 

口座種別 普通預金 

口座番号 ２４３０４３５ 

口座名義 
学校法人石田学園 
理事長 石田 恒夫 

口座名義カナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｲｼﾀﾞｶﾞｸｴﾝ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｲｼﾀﾞ ﾂﾈｵ 

※受講料は、受講を希望される講習分の金額を振込してください。 

※振込手数料は、受講者の方の負担となります。 

※本学の窓口や郵送による納付は受け付けておりません。 

振込後、「受講料納付確認票」に、「振込金受取書」又はゆうちょ銀行の場合は「振替払込請求書兼受領証」の 

コピーを貼付してください。 
 

③１２０円切手・１枚 （「受講許可書」・「受講関係書類」送付用）  

④写真・２枚 （４㎝×３㎝） 

「免許状更新講習受講申込書」に貼付する写真とは別に２枚必要です。 
 

（２）申請期間 

【第１次申請】 平成２３年４月１８日（月）～平成２３年７月８日（金）最終日の１６：００まで 

        ※平成２３年７月８日（金）１６：００までに各講習とも５名に達しない場合は、未開講となります。 

             ※未開講の場合は、決定次第、登録いただいたメールアドレスに通知します。 
 
【第２次申請】 平成２３年７月１９日（火）～平成２３年７月２９日（金）（消印有効）まで 
 

 

 

■教育の最新事情（必修領域）･･･１２，０００円 

■教育内容の充実（選択領域）･･･１８，０００円 

 
 

 受講料 ６ 
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①第２次申請手続まで完了した方で、平成２３年８月５日（金）【締切日消印有効】までに、本学所定の受講辞退届を提

出した場合のみ受講料を返還します。 

②締切日を過ぎて辞退した場合には返還できません。 

③返還手続の詳細については、第２次申請手続時にお知らせします。 
 

 

 

受講にあたって、お知らせいただく個人情報は、以下の目的以外には使用いたしません。 

●受講通知 ●履修登録 ●講習・履修認定試験の運営 ●受講者の管理に関すること ●公官庁への諸報告 

●その他、各種証明書等の発行、受講料の管理、各種統計・調査、各種連絡・通知・案内などに関すること 

なお、広島経済大学個人情報保護方針は以下のとおりです。 
 
 

学校法人石田学園広島経済大学個人情報保護方針 
 

学校法人石田学園広島経済大学（以下「本学」という。）は、個人の人権を尊重する立場から、以下のとおり個人情報

保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。 

 
１．本学は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。また、学校法人石田学園広島経済大学個人情報

保護規程を定め、個人情報の保護方針を着実に実行し、維持するとともに継続的な改善に努めます。 

２．本学は、個人情報保護に関する管理体制を確立するとともに、学校法人石田学園広島経済大学個人情報保護規程を教

職員及びその他の関係者に周知し、その遵守徹底に努めます。 

３．本学は、個人情報を個人情報の主体である本人（以下「本人」という。）に明示、通知又は公表した利用目的の範囲

内で取り扱います。また、本学は、個人情報を本人の同意がある場合又は正当な理由がある場合を除き、第三者に開示

又は提供しません。 

４．本学は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つとともに、個人情報への丌正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざ

ん及び漏えい等の予防に努めます。 

５．本学は、本人からの情報開示及び訂正等の申し出には、合理的な期間及び妥当な範囲において誠実かつ迅速に対応し

ます。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受講料の返還 

 個人情報の取り扱い ８ 

７ 
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■個人情報保護に関する問い合わせ先 

広島経済大学 総務部総務課 

TEL(082)871-1000 
 

■免許状更新講習に関する問い合わせ先 

広島経済大学 学務センター教務課 

〒731-0192 広島市安佐南区祇園五丁目３７番１号 

TEL(082)871-1001 FAX(082)871-1666 

 問い合わせ先 ９ 


